
 議案第５３号 

 

   かすみがうら市高齢者センターの設置及び管理に関する条例を廃    

   止する条例の制定について    

 

 かすみがうら市高齢者センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例

を次のとおり制定する。 

 

   令和元年９月３日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市高齢者センターの設置及び管理に関する条例を廃    

   止する条例 

 

 かすみがうら市高齢者センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年か

すみがうら市条例第９５号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、かすみがうら市かすみがうらウエルネスプラザの設置及び管

理に関する条例（令和元年かすみがうら市条例第 号）の施行の日から施行

する。 

 （かすみがうら市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条

例の一部改正） 

２ かすみがうら市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条

例（平成１７年かすみがうら市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条中第１６号を削り、第１７号を第１６号とし、第１８号から第２１

号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第３条中第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、第１２号を第１１号

とする。 

 （かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

３ かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成１９年かすみ

がうら市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号から第３７号

までを１号ずつ繰り上げる。 
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